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投稿論文

共働き夫婦の家事
――職務評価ファクターを援用した測定の試み――

藤田　朋子

はじめに

　私的領域である家庭における家事、育児、介護等の家事労働は、とくに
70年代以降、第二波フェミニズム、開発と女性アプローチ（WID）等の
登場により、無償労働として関心を集めるようになってきた。世界女性会
議では常に女性の無償の貢献が論点として取り上げられ、女性の見えにく
い経済的貢献を数量的に可視化する方法の研究が課題として挙げられてき
た。とりわけ北京行動綱領（1995年）による無償労働の測定評価推進の提
言を受け、カナダやヨーロッパを中心に無償労働の経済評価への取り組み
が本格化した１）。日本においても当時の経済企画庁が『無償労働の貨幣評
価について』（1997年）２）、『あなたの家事の値段はおいくらですか？：無
償労働の貨幣評価についての報告』（1997年）３）を発表し、無償であるが
ゆえに私的な営為とされてきた家事が不十分ながらも労働と認識される
きっかけになったと言える。
　しかし、家事の実態は十分に測定されているのだろうか。筆者は独自調
査によって、夫が行っている家事や育児は目に見えやすい家事であり、妻
が夫の家事の下支えを行っているという実情の一端を明らかにした（藤田
2009）。このように、現時点においては家事調査は未だ実態を十分に測定

１）	「ヨーロッパ統一時間調査のためのパイロット調査」（1996年）、「英国の世帯サテライ
ト勘定」（1997年）など。

２）	「社会生活基本調査」（総務省：1981年、1986年、1991年のデータ）を利用。経済企画
庁経済研究所国民経済計算部編。

３）	同上。
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できているとは言えない。また、近年有償労働領域では従来の労働に対す
る評価に加えて感情的、精神的な貢献や負担についても議論されるように
なってきたが、家事労働に関しては質的調査にはある程度の研究蓄積がみ
られるものの、量的調査においてはほとんど検討されていない。
　有償労働領域における感情労働４）の評価は、女性が多く従事する看護や
介護、保育などのケアワークの分野において焦点化し、実証研究が進んで
きた（スミス	2000、武井	2001、戸田	他	2011、吉田	2014）。また、男女
賃金格差の解消に向けた取り組みのひとつとしての同一価値労働同一賃金
に向けた職務評価では、職務が労働者に要求する知識や技術に加え、精神
的、感情的負担が評価の対象とされるようになってきた。
　感情労働はケアワークにおいて評価の対象とされつつあるが、従来の無
償労働測定評価においては未だ対象とされていない。家事労働が労働であ
ることを踏まえれば、家族への愛情表現や女性役割と見なされてきた家事
担い手の精神的、感情的負担を測定評価の対象とすることは、家事労働の
実態解明に不可欠である。
　本稿は従来の家事労働研究では労働と見なされなかった精神的、感情的
負担についての労働としての量的測定方法の検討を行い、新たな方法によ
る調査を実施することにより、家事労働のジェンダー配分の新たな側面を
明らかにすることを目指している。
　本稿の構成は次のとおりである。１．では家事実証調査の先行研究を検
討し、家事担い手が行っている労働には精神的負担や感情管理などが含ま
れていないことを指摘する。２．では家事労働を可視化する新たな方法と
して職務評価システムを援用することを検討する。３．ではそれを踏まえ
て実施した調査結果の分析・検討を行い、女性が行動としての家事を担っ
ているだけでなく、家事労働には不可欠の見えない精神的な家事も担って
いることを報告する。本稿では夫婦間の家事分析に焦点を当てる。

４）	ホックシールドは感情労働を「公的に観察可能な表情と身体的表現を作るために行う
感情の管理」と定義している（ホックシールド	2000、７頁）。
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１．先行研究

　家事実証調査には大きく２つの方法がある。ひとつは数値として捉える
量的調査（時間調査や夫婦間の分担調査）、もうひとつは質的調査（イン
タビュー調査や参与観察）である。
　日本における代表的な量的調査は①時間調査として、「国民生活時間調
査」５）（NHK）および「社会生活基本調査」６）（総務省）があり、回答者が
１日24時間のなかでどれくらいの時間を家事に費やしているかがわかる。
これらの調査が個人を対象者としているのに対して７）、夫婦の役割分担の
観点から研究されている②夫婦間の家事分担調査がある。大規模調査とし
て、「全国家庭動向調査」（国立社会保障・人口問題研究所）や「家族につ
いての全国調査」８）（日本家族社会学会）があり、夫（妻）がどのくらいの
頻度で掃除や洗濯を行っているかを尋ねている。時間調査は、妻に家事
時間が偏っていること、特に炊事の時間が長いことに加え９）、子どもをも
つことで家事時間が長くなること、共働き夫婦であっても妻の家事時間が
夫より長いこと（稲葉	1963、森	他	1983）が主な結果としてあげられてい	
る。他にもフルタイムの妻をもつ夫の方が無職やパートタイムの妻をも
つ夫よりもより家事時間が長いこと（水野谷	他	2002、村上	2007）、夫が
無職であっても妻有職の場合は妻の方が家事時間が長い（平田	2011）、子
どもの成長とともに夫婦共に家事時間が短くなること（永井	1999、鈴木	
2011）、などの結果が得られている。夫婦間の家事分担調査は家事が妻に
偏っていることを前提として、夫の家事遂行の規定要因の分析を中心とし
た研究は豊富であり、その規定要因としては夫婦の労働時間、末子年齢、
夫の性別役割分業意識、妻の収入割合、親の同居、「夫が家事をするこ

５）	家事項目は①「炊事・掃除・洗濯」、②「買い物」、③「子どもの世話」、④「家庭雑	
事」（片付けや庭仕事、銀行・役所などの用事、老人・病人の世話など）。

６）	家事項目は「食事の管理」など14項目。
７）	同一世帯の夫婦を対象とした調査も行われている（稲葉	1958、伊藤	他	1984）。
８）	家事項目は①「食事の用意」、②「食事のあとかたづけ」、③「食料品や日用品の買い

物」、④「洗濯」、⑤「そうじ」（部屋、風呂、トイレなど）。
９）	「社会生活基本調査」（平成23年）によると、共働き夫婦（共に雇用者）の有配偶女性

の家事時間192分（内「食事の管理」111分）、同じく男性14分（内「食事の管理」５分）。
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と」に対する妻および夫の抵抗感などが報告されている10）（稲葉	1998、永
井	2001、松田	2004、久保	2009）。時間調査や分担調査の他に、家事分担
に対する妻および夫の満足度や不公平感に関する研究（兵庫県家庭問題研
究所	1989、岩間	1997）や、主婦のエネルギー代謝や疲労（大森	1963、戸
川	1966）、家事労働の心理的なストレス11）（小泉	他	1996）、夫婦の家事と
妻の健康状況12）（蟹江	2005）、妻や主婦という役割から生じる葛藤（永井	
199613）、松田	200114））などを測定した研究もある。
　しかし、これらの量的調査は家事の時間、分担割合や頻度など家事担い
手の行動、満足度、疲労度や心理的なストレス、抑うつ、不安愁訴など家
事担い手の心や身体の状態は測定しているが、労働としての家事が要請す
る技術や精神的な負担などは明らかにされていない。
　他方、質的調査15）は客観的にはわかりにくい家事担い手の主観的側面が
浮き彫りになる調査技法だが、残念ながら数が少ないのが現状であり、先
行研究では次のことが指摘されている。主婦は家事について、その単調さ

（繰り返しが多い）、こまぎれの仕事、孤独、地位の低さなどに不満をもっ
ている（オークレー	1980）。男性は家庭の雑事について「好きだ、嫌いだ」、

「やりたい、やりたくない」、という言い方をするが、女性は何をやる必要
があるのかについて語ることが多い（ホックシールド	1990）。また、家事
は「縛られる」、「いつも頭にこびりついて離れない」、という呪縛力をも
つとも表現されている（春日	1994）。筆者が実施した調査においても「家
事について思うこと」の問いに対し、「そうじなどすればきりがなく」、「や
りだすときりがない」、「細かいところまで行き届かない」、「片付いていな
いと嫌なのでそうじがとても気になる」、「いつのまにか家事の責任者は私

10）	規定要因分析のための独立変数として、「子どもの有無」、「末子年齢」、「労働時間」、	
「年収」、「就業形態」、「性別役割分業意識」などが主に使用されている。

11）	いらいらしている、そわそわしているなど。
12）	抑うつ症状（わずらわしい、ゆううつ）や疲労症状（いらいらする、やる気がでない）。
13）	日本語版SDSを参考、ディストレス項目は「気分が沈んで憂鬱になること」、「夜眠れ

ないこと」、「何となく疲れること」等を設定。
14）	NFR98のCES−Dのうちポジティブ感情を除く項目を使用。
15）	質的調査はインタビュー調査を中心に行われており、家事を行う際の家事担い手の細

かな感情を取り上げることはできる。
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で、夫はあくまでも手伝いという構図ができあがってしまった」などが自
由記述としてみられた（藤田	2014）。
　このように、行動は量的調査、精神的側面は質的調査と、それぞれ独立
して実証されていくなかで新たな家事労働の可視化の試みも行われてい
る。家事の行動面に加えて、家族内外の人間関係に気を配ったり、心を働
かせたりすることもメンタルな家事労働と捉えた研究がある（コープこう
べ・生協研究機構編	1997）。この調査は従来の家事労働の概念を拡張する
新たな試みであり、行動としての家事同様にメンタルな家事も妻に偏って
いること、妻も夫もこのメンタルな家事を労働とは評価していないことが
明らかになっている16）。
　また、アンペイドワークの新たな評価方法として職務評価17）に注目した
試みがある。同一世帯の夫婦に、「家族の世話・介護」などの家事労働18）に	
は、「知識・技能」、「責任」、「判断力と観察力」が必要かどうか、また「精
神的負担」、「肉体的負担」を伴うかどうかを尋ね、得点化することで各家
事を評価するものである19）。この調査は「精神的負担」、「肉体的負担」が
家事労働には伴うものであり、夫よりも妻の方が、また「家族の世話・介	
護」が他の家事労働と比べて得点が高いことを報告している（天野	他	
2004）。
　しかし、上記のような新たな方法によるアンペイドワークの測定におい
ても、家事担い手の精神的負担や感情労働の、労働としての量的評価には
至っていない。したがって、それらを明らかにするために、本稿では従来
の時間調査や分担調査とは異なる手法の開発およびその手法による調査を
試みる。

16）	メンタルな家事はモノ対象（例えば「トイレットペーパーの買い置きがあるかどうか」）
とヒト対象（例えば「夫（妻）が不機嫌なとき、機嫌をとったり元気づけたりする」）
の２つに分類。

17）	職務評価については２．で詳しく述べる。
18）	家事労働項目として他に「育児・教育」、「食事の準備」、「食事の後片付け」、「掃除・

住生活管理」、「洗濯・衣生活管理」、「親・親戚とのもてなしを伴う家事・つきあい」。
社会的活動項目として11項目を設定。

19）	評価方法は「あまり必要でない」（１点）、「やや必要である」（２点）、「とても必要で
ある」（３点）の３段階。
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２．職務評価ファクター援用による家事労働の測定

　ここでは家事労働の新たな測定方法として職務評価システムを援用する
ことを検討する。
　職務評価とは同一価値労働同一賃金を実現するための手法で、ある職種
に従事する労働者の評価ではなく、仕事そのものの評価である。したがっ
て、職務評価は異なる仕事に従事する労働者の仕事の価値を評価すること
ができる20）。国際的にも「女子差別撤廃条約」（1979年）や北京「行動綱
領」（1995年）は同一価値労働同一賃金の必要性を述べており、カナダの
オンタリオ州では1987年にペイ・エクイティ法（賃金衡平法）として施行
された21）。ペイ・エクイティ法では労働者の価値を決定する際に適用され
る基準として、「通常その仕事を遂行するために必要な技術、負担、責任
及びその労働が通常遂行される環境を含む」ことを義務付けしている（日
本ペイ・エクイティ研究会編	1996）。ILOも同様に知識・技能、負担、責任、
労働条件の４つを職務評価の基準としそれぞれのカテゴリーをファクター

（要素）としている（ILO22））。日本においても、女性が従事する仕事の価
値を公正に評価するための手法として、職務評価の方法が開発されてきた

（森	2005、森・浅倉	2010）。この４大ファクターを用いた職務評価の試み
が、介護、看護、医療などの職種で実施されている23）。そこでは、４大ファ
クターがさらに詳しく以下のサブファクターに分類されている24）。①負担

20）	具体的な評価方法は、４つのファクターおよびサブファクター（職種に応じて独自に
選択できる基準要因）を決定し、その水準を定義、それぞれに得点を付加し合計点を
出す。

21）	同一価値労働同一賃金（equal	pay	for	work	of	comparable	value）。
22）	「知識・技能」（1）免状で証明される学術的あるいは職業的な訓練、（2）労働市場に

おける有償の勤務経験、（3）インフォーマルな訓練、（4）ボランティアの仕事、など
を通じて習得されるもの。「負担」職務の遂行に関連する困難や疲労、緊張のこと（精
神的・感情的負担も考慮）。「責任」企業の目標、例えば、収益性、財務の健全性等。「労
働条件」女性が支配的な職務は、埃、騒音、有害な化学物質、不快な温度とは無縁な
労働環境にあると思われがちで、職場での心理的環境は快適なものと考えられている。
しかし実際には多くの身体的・心理的環境の負担を見逃している。

23）	他の職種の職務評価としてスーパーマーケットの販売、加工職（森・浅倉	2010）な
どがある。ここでは、家事労働と近い領域である職種を検討する。

24）	サブファクターは職種によって設定できる。
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は「肉体的負担」、「精神的負担」、「感情的負担」、②労働環境は「不快さ」、
「危険」、「労働時間の不規則制」、③知識・技能は「知識」、「技術」、「コ	
ミュニケーション技能」、「感情管理技能」、「問題解決力」、④責任は「対
人責任」、「運営責任」、「管理監督責任」、「仕事の方針・サービスの実施
に対する責任」などである（森・浅倉	2010、均等待遇アクション21京都	
2011）。「精神的負担」は自分の中のストレス、「感情的負担」は他者との
対応でのストレスであり、特に「感情管理技能」――例えば自分の感情を
コントロールして相手に対応できること――はケアワークに必要とされて
いる（均等待遇アクション21京都	2011）。
　１．で検討したように、従来の調査設計では家事担い手の精神的な負担
や感情管理を明らかにすることは難しい。上述のような職務評価は本来労
働の担い手個人の能力や負担を評価する方法ではないが、精神的負担や感
情管理を組み込んだ設計であることから、家事の担い手の負担の調査に職
務評価を援用することができる。そこで、本研究における調査では、上記
の職務評価の４大ファクター及びサブファクターを参考に次のように項目
を設定した。

【負担】①肉体的負担（無理のある姿勢、子どもを抱っこする等）、	
②精神的負担（限られた時間内で家事や育児をしなければならない等
自分の中のストレス）、③感情的負担（配偶者や子どもなど対人関係
でのストレス）

【労働環境】④不快さ（トイレ掃除や汚れ物の処理等）、⑤労働時間（時
間が不規則だったり、休みがなかったりする等）

【技能】⑥技術・知識（家事や育児の技術や知識等を持っている）、	
⑦コミュニケーション技能（配偶者や子どもの話を聞いたり、人との
人間関係をつくれる）、⑧感情管理技能（笑顔をつくったり、自分の
感情をコントロールできる）

【責任】⑨対人責任（家族の健康管理や子どもの教育等）、⑩運営責任
（家計や生活全般）
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　これらの10項目を「家事ファクター」とする。「家事ファクター」は従
来調査で明らかになっていない家事のもつ時間的な拘束（花城	1991）や
不規則性なども測定できると考えられる。本調査では、家事担い手の精神
的負担や感情労働の具体的な実態を明らかにすることが目的であるため、
負担、労働環境、技能、責任の４大ファクターではなくサブファクターレ
ベルの項目を設定した。

３．「家事ファクター」を用いた家事労働調査

（1）調査概要
　１．において検討した手法により、2015年３月、「共働き夫婦の家事実態
調査」をインターネット調査により実施した25）。回答者は共働き（夫：正
規雇用者、妻：雇用者の組み合わせ）夫婦（30代～40代）で夫婦のみ、も
しくは夫婦と子どもで暮らしている女性250名、男性250名である（有効回
答数は女性250名、男性250名）。回答者に、本人自身および配偶者につい
て回答してもらった。質問項目は、①居住地、②年齢、③最終学歴、④就
業状況（就業形態、年収、１日の労働時間）、⑤子ども（有無、末子年齢）、
⑥性別役割分業意識、家事に関する項目として、⑦家事遂行、⑧「家事	
ファクター」、とした。回答者の基本的属性は表１（文末に掲載）のとお
りである（以下女性の回答を「女性回答」、男性の回答を「男性回答」と
表記する）。

（2）結果および考察
　まず、実態として夫婦がどれだけの家事を行っているかという行動とし
ての家事遂行の男女比較を行い、次に精神的な負担や感情管理も女性の方
が男性よりも大きいのではないか、という仮説のもとに、先に検討した「家
事ファクター」平均値の男女比較を行う。それらを踏まえて家事遂行と「家
事ファクター」の相関を検討し分析する。さらに「家事ファクター」につ

25）	調査はマイボイスコム社に委託した。
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いて、本人および配偶者の属性・家事遂行の関連、性別・子どもの有無・
末子年齢の分析を行う。

【家事遂行平均値の比較検討】
　まず、行動としての家事遂行の平均値をみる（表２）。項目は「第５回
全国家庭動向調査」（国立社会保障・人口問題研究所）に準じ、①「ゴミ
出し」、②「日常の買い物」、③「部屋の掃除」、④「風呂洗い」、⑤「洗濯

（物干し・取り入れ含む）」、⑥「炊事」、⑦「食後の片付け」の７項目とし、
回答者に自分自身の家事頻度を尋ねている。回答枠は「毎日・毎回」（４	
点）、「週３～４回くらい」（３点）、「週１～２回くらい」（２点）、「月１～
２回くらい」（１点）、「まったくしない」（０点）の５つの回答枠とし、そ
れぞれ０～４の得点を付与した。

　女性は男性に比べてすべての家事を高い頻度で行っていることがわか
る。特に、日常的に不可欠な家事である炊事、洗濯、食後の片付けを担っ
ている。この結果は従来調査と同様に、行動としての家事は女性が圧倒的
に担っている。
　男性は炊事の平均値が最も低く、日常的に炊事にかかわっていないこと

表２　「家事遂行平均値」
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が伺える。ただし、ゴミ出しと食後の片付けは男性の平均値が高い項目で
ある。

【「家事ファクター」平均値の比較検討】
　次に「家事ファクター」の平均値をみる（表３）。項目は①肉体的負担、
②精神的負担、③感情的負担、④不快さ、⑤労働時間、⑥技術・知識、	
⑦コミュニケーション技能、⑧感情管理技能、⑨対人責任、⑩運営責任と
し26）、回答枠を「強く感じる」、「感じる」、「感じない」、「ほとんど感じな
い」（技術・知識、コミュニケーション技能は「技術がとてもある」、「技
術がある」、「技術があまりない」、「技術がほとんどない」）の４つとした。
それぞれに１～４の得点を付与した。（「強く感じる」（４点）、「感じる」	

（３点）、「感じない」（２点）、「ほとんど感じない」（１点）、「技術がとて
もある」（４点）、「技術がある」（３点）、「技術があまりない」（２点）、「技
術がほとんどない」（１点））。

表３　「家事ファクター平均値」

26）	それぞれの項目について回答者自身に「あなたが家事や育児を行うとき、どのように
感じていますか」と質問。
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　すべての「家事ファクター」において、女性の方が男性よりも平均値が
高く、特に精神的負担は女性の方が男性よりも高い傾向にある。しかし、
その違いは家事遂行の平均値の違いほど大きくはない。つまり、女性は男
性に比べて日常的に家事を担っているにもかかわらず、家事をする際の負
担や責任は男性とほとんど変わらない。そこで、家事遂行と「家事ファク
ター」の間に関連があるかどうかを分析する。

【家事遂行と「家事ファクター」の相関の検討】
　ここでは「家事遂行」と「家事ファクター」の各項目間の相関分析27）を
行う。分析に使用する基本統計量は表４である。

表４　「基本統計量」

27）	ピアソンの相関係数使用。相関係数ｒは理論的には−１＜ｒ＜１の値をとり、０の値
ならば無相関、−１または１に近いほど相関が高い（山内光哉（1998）『心理・教育
のための統計法＜第２版＞』サイエンス社）。
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　分析の結果、女性は「家事ファクター」の各項目と家事遂行の各項目の
間にほとんど相関がなく、男性は多くの項目間で弱い正の相関が認められ
た。関連が認められたのは次の通りである。「女性回答」は、肉体的負担
と風呂洗い28）、技術・知識とゴミ出し29）、感情管理技能30）とゴミ出し・日
常の買い物・炊事、対人責任と炊事31）、運営責任と炊事32）である。
　「男性回答」は、すべての「家事ファクター」と以下の項目との間に正
の相関が認められた。肉体的負担33）とゴミ出し・日常の買い物・部屋の掃
除・風呂洗い・洗濯・炊事、精神的負担34）とゴミ出し・日常の買い物・部
屋の掃除・風呂洗い・洗濯・炊事、感情的負担35）と部屋の掃除・風呂洗	
い・洗濯・炊事、不快さ36）とゴミ出し・部屋の掃除・風呂洗い・炊事、労
働時間37）とゴミ出し・部屋の掃除・炊事、技術・知識38）とゴミ出し・日常
の買い物・部屋の掃除・風呂洗い・洗濯・炊事、コミュニケーション技能39）	

とすべての「家事ファクター」、感情管理技能40）とゴミ出し・日常の買い物・
部屋の掃除・風呂洗い・炊事、対人責任41）とゴミ出し・部屋の掃除・風呂
洗い・炊事、運営責任42）とゴミ出し・日常の買い物・部屋の掃除・風呂洗
い・炊事、である。
　この結果から女性については、家事遂行の値が大きくなれば「家事ファ
クター」の値が大きくなるという正の相関があるとはいい難い。妻がほと

28）	相関係数ｒ＝.129。
29）	ｒ＝.135。
30）	ゴミ出しｒ＝.150、日常の買い物ｒ＝.138、炊事ｒ＝.130。
31）	ｒ＝.143。
32）	ｒ＝.200。
33）	注）33～42の番号は①「ゴミ出し」、②「日常の買い物」、③「部屋の掃除」、④「風

呂洗い」、⑤「洗濯」、⑥「炊事」、⑦「食後の片付け」。①ｒ＝.147、②ｒ＝.141、	
③ｒ＝.311、④ｒ＝.175、⑤ｒ＝.212、⑥ｒ＝.187。

34）	①ｒ＝.176、②ｒ＝.182、③ｒ＝.224、④ｒ＝.198、⑤ｒ＝.166、⑥ｒ＝.215。
35）	③ｒ＝.270、④ｒ＝.188、⑤ｒ＝.163、⑥ｒ＝.188。
36）	①ｒ＝.128、③ｒ＝.176、④ｒ＝.146、⑥ｒ＝.158。
37）	①ｒ＝.212、③ｒ＝.196、⑥ｒ＝.171。
38）	①ｒ＝.135、②ｒ＝.194、③ｒ＝.284、④ｒ＝.178、⑤ｒ＝.186、⑥ｒ＝.312。
39）	①ｒ＝.213、②ｒ＝.216、③ｒ＝.234、④ｒ＝.190、⑤ｒ＝.144、⑥ｒ＝.266、⑦ｒ＝.139。
40）	①ｒ＝.173、②ｒ＝.143、③ｒ＝.252、④ｒ＝.161、⑥ｒ＝.208。
41）	①ｒ＝.148、③ｒ＝.221、④ｒ＝.144、⑥ｒ＝.167。
42）	①ｒ＝.137、②ｒ＝.146、③ｒ＝.215、④ｒ＝.186、⑥ｒ＝.194。
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んどの家事を担う現状にも関わらず、妻が家事分担の不満を唱えるものが
少ない（斧出	2002）、伝統的な性別役割分担や通念の強い国では実際の家
事負担の重さが女性の家事分担不公平感に反映されにくい（不破・筒井	
2010）という特徴が日本社会にも言えるだろう。また、家事の負担感は日
常的に家事を担うことによって強まるのではなく、逆に失われていく傾向
があるのではないだろうか。ほとんど相関がない家事遂行と「家事ファク
ター」のなかで、炊事と責任（対人、運営）の間には関連がある。それは、
食事を作り食生活を管理することが家族責任の中でも最も重視される傾向
があることを伺わせる。有配偶女性は家庭責任を果たそうとするほど、よ
り食事に関わる時間を費やすことになるとも考えられる。
　次に男性についての結果を分析する。男性は家事を行う頻度が高くなれ
ば「家事ファクター」の値が大きくなる傾向がある。より多く家事を行う
男性は、自分の家事能力を高く評価し、肉体的負担や精神的負担を引き起
こしている可能性がある。特に、男性は女性が日常的に担っている炊事や
掃除を行うことで、より体力的な負担を感じ、家事能力があると考えるこ
とにつながっていると推測される。ゴミ出しと食後の片付けはどちらも男
性が比較的行っている家事であり43）、本調査データでも家事遂行平均値は
高かった。しかし、食後の片付けは「家事ファクター」との関連がほとん
どなかったが、ゴミ出しは精神的負担と正の相関が認められた。夫が行う
ゴミ出しは、妻が下準備をしたゴミ袋を所定の場所に運ぶにすぎないとい
う実態はある（藤田	2009）が、決まった時間に持っていかなくてはなら
ない時間的な制約、それに伴う精神的な負担などが担い手に生じると考え
られる。また、コミュニケーション技能はすべての家事項目と関連が認め
られた。この結果はコミュニケーション技能がある男性が家事をする割合
が高いのか、あるいは家事をすることでコミュニケーション技能が備わっ
ていくのかという因果関係はわからないが、男性のデータからは、家事が
コミュニケーション技能を必要とする労働であることが示唆される。

43）	例えば、「第５回全国家庭動向調査」（妻に夫の家事遂行を質問）の結果では、「ゴミ
出し」40.6％、「日常の買い物」36.6％、「部屋の掃除」19.2％、「風呂洗い」29.1％、「洗
濯」26％、「炊事」21％、「食後の片づけ」33.1％（各項目を週１～２回以上行う割合）。
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【「家事ファクター」と本人および配偶者の属性・家事遂行の関連】
　次に「家事ファクター」と本人および配偶者属性、配偶者の家事遂行と
の関連をみる。本人および配偶者の使用した属性は次のとおりである44）。

「就業形態（正規、非正規）」45）、「子ども（有、無）」、「子ども末子年齢（３
歳未満、６歳未満、12歳未満、12歳以上）」、「年収」46）、「１日の労働時間

（分：休憩・残業・通勤時間含む）」、「本人の性別役割分業意識（男性は仕
事、女性は家庭）」である。さらに、「性別役割分業意識」は「そう思う」

（４点）、「どちらかといえばそう思う」（３点）、「どちらかといえばそう思
わない」（２点）、「そう思わない」（１点）と得点を付加し、「就業形態」、「子
ども（有、無）」、「子ども末子年齢」はフィッシャー正確確率検定47）を行	
い、それ以外は相関分析を行った。
　その結果、関連が認められたのは次の通りである。「女性回答」は、肉
体的負担と夫洗濯48）、労働時間と本人年収49）、運営責任と夫炊事50）である。

「男性回答」は、肉体的負担と本人年収51）、精神的負担と本人性別役割分
業意識52）、感情的負担と本人年収53）、不快さと本人労働時間54）・本人性別
役割分業意識55）、労働時間と本人労働時間56）・本人性別役割分業意識57）、
技術・知識と本人性別役割分業意識58）、コミュニケーション技能と妻ゴミ

44）	項目は１．で検証した夫婦間の家事分担の規定要因に使用されているものを使用す	
る。

45）	女性回答は本人の就業形態、男性回答は妻の就業形態。
46）	100万未満＝１、100～129万台＝２、130～199万台＝３、200～299万台＝４、300～

399万台＝５、400～499万台＝６、500～599万台＝７、600～699万台＝８、700～799
万台＝９、800～899万台＝10、900～999万台＝11、1000万以上＝12に分類した。

47）	http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/exact/fisher/getpar.html（フィッシャー正確確率検定）
を使用、＊ｐ＜.05で検定を行った。

48）	ｒ＝−.132。
49）	ｒ＝.149。
50）	ｒ＝.131。
51）	ｒ＝−.136。
52）	ｒ＝.129。
53）	ｒ＝−.153。
54）	ｒ＝.142。
55）	ｒ＝.132。
56）	ｒ＝.154。
57）	ｒ＝.155。
58）	ｒ＝.148。
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出し59）・妻炊事60）、感情管理技能と本人性別役割分業意識61）・妻炊事62）で	
あった。男性は、「男性は仕事、女性は家庭」という意識が強いほど精神
的負担、不快さ、労働時間、技術・知識、感情管理技能の値が大きくなる
ことがわかる。つまり、男性の性別役割分業意識は、家事を行う際に精神
的な負担を大きくし、男性自身の家事能力を過大評価することにつながる
ことが示唆される。
　「女性回答」、「男性回答」ともに就業形態とすべての「家事ファクター」
との間には関連がなかった63）が、「家事ファクター」（「女性回答」、「男性
回答」）と子ども（有無、末子年齢）の間には関連があった。そこで、次
に「家事ファクター」と性別、子ども（有、無）によって「家事ファク	
ター」に差があるかどうかをｔ検定にて分析した64）。さらに、従来研究で
は子どもの成長とともに妻、夫共に家事時間は減少していくことが報告さ
れているが、本調査データでも女性回答と男性回答の間で末子年齢（３歳
未満、６歳未満、12歳未満、12歳以上）によって「家事ファクター」に差
があるかどうかを一元配置の分散分析によって検証した。

59）	ｒ＝.136。
60）	ｒ＝.147。
61）	ｒ＝.126。
62）	ｒ＝.125。
63）	【女性回答】①肉体的負担（正規44.8％、非正規49.7％）、②精神的負担（64.4％、

63.2％）、③感情的負担（57.5％、57.1％）、④不快さ（54％、52.1％）、⑤労働時間
（57.5％、47.9％）、⑥技術・知識（47.1％、55.2％）、⑦コミュニケーション技能（50.6％、
56.4％）、⑧感情管理技能（44.8％、55.2％）、⑨対人責任（55.2％、60％）、⑩運営責
任（57.5％、63.2％）。【男性回答】①（37.3％、35.7％）、②（40％、35.7％）、③（40％、
31.4％）、④（34.5％、38.6％）、⑤（40.9％、43.6％）、⑥（35.5％、37.9％）、⑦（38.2％、
32.1％）、⑧（40.9％、42.1％）、⑨（42.7％、49.3％）、⑩（42.7％、52.1％）。

	 注）カッコはすべて正規、非正規割合、男性回答のファクター番号は女性と同じ。パー
セントは各項目を「感じる（技術がある）」割合。

64）	性別、子ども（有、無）と「家事ファクター」を２元配置の分散分析を行ったところ、
３項目の「家事ファクター」で等分散性の検定が有意になったため、ｔ検定を行う。



共働き夫婦の家事124

【性別・子どもの有無・末子年齢の分析】

　表５に見るように、性別ではすべての「家事ファクター」において男性
よりも女性が有意に値が高くなっていることがわかった。また、子どもの
有無では女性はすべての「家事ファクター」において子どもありの方が有
意に値が高く、男性は肉体的負担、精神的負担、感情的負担、労働時間、
対人責任で子どもありの方が有意に値が高かった。

　上記分析の結果、「女性回答」はすべての「家事ファクター」で有意差
が認められなかった（表６）。「男性回答」は肉体的負担、精神的負担、感
情的負担、労働時間、技術・知識で有意差が認められた。多重比較65）を	
行ったところ、肉体的負担は末子年齢３歳未満と12歳以上、精神的負担は
３歳未満と12歳以上、感情的負担は３歳未満と12歳以上、労働時間は３歳
未満と12歳以上・12歳未満と12歳以上、技術・知識は３歳未満と12歳以上
の間で有意差が認められた。

表５　「ｔ検定（性別、子ども）」

表６　「一元配置の分散分析（末子年齢）」

注）＊p＜.05

注）F（3,121）、＊p＜.05

65）	Tukey法
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【考察】
　以上の分析結果をまとめると以下のようになる。
①すべての「家事ファクター」と家事遂行項目において女性と男性に有意

差がある。つまり、女性は男性に比べて家事をする際に負担（肉体的、
精神的、感情的）、不快さ、時間の不規則性、自分の感情をコントロー
ルすること、責任（対人、運営）をより強く感じている。また、女性は
男性に比べて、家事の知識や技術があり、対人関係を上手くやっていけ
ると感じている。

②女性はすべての「家事ファクター」と家事遂行項目において子どもの有
無で有意差がある。女性は子どもをもつことで家事を行う際の負担や責
任がより強くなることがわかる。

③男性は子どもをもつことにより、負担（肉体的、精神的、感情的）は強
くなり、家事の時間的不規則性も感じるようになる。また対人責任も強
くなるが、家事全般に関しての責任が強くなるわけではない。

④女性の精神的負担や責任などは、末子３歳未満の時期だけに生じるわけ
でなく、末子が12歳以上になっても生じる。

⑤男性は、肉体的負担、精神的負担、感情的負担、労働時間、技術・知識
が末子３歳未満と12歳以上では異なり、末子年齢が高くなると負担は減
少する。

　上記の結果から次のことが言えるだろう。女性は男性に比べて家事を行
う際の精神的な負担が特に大きい。これは、日常的に家事を担っている量
的な負担から生じるというよりも、決まった時間までに食事の用意をしな
くてはいけない、あるいは掃除をしなくてはいけないが時間的余裕がない、
といった責任感による精神的な負担だと考えられる。この負担は、家事の
もつ時間的な不規則性にも関係する。つまり、家事を家族の都合や予定に
合わせて行わなければならない――たとえば、夫や子どもの帰宅時間に合
わせて食事を準備する、あるいは子どもの習い事の時間に合わせて子ども
の送迎をする――という労働時間の不規則性からくる負担と考えられる。
女性は、この負担を暗黙のうちに家族からも社会からも要求され、自らも
内面化していると言えるだろう。
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　家事を分担してくれるはずの男性が比較的家事を行う時期は、子どもが
小さい一定の期間に限られており、その家事も日常的ではなく、主体的と
いうよりもお手伝い程度である。男性は子どもが成長すると共に量的な家
事だけでなく、家事をする際の精神的な負担や感情的負担からも解放され
ることになる。しかし、女性は子どもが大きくなるにつれて洗濯の回数や
掃除など時間量としての家事は減少するが、子どもの帰宅時間や交友関係
を気にかけたり、子どもとの会話に気を遣ったりなど、子どもが小さい時
期とは異なる精神的、感情的負担が生じるのであろう。

おわりに

　本稿は従来の家事労働研究では、見落とされていた家事担い手の精神	
的、感情的負担を量的測定によって明らかにすることを目的とした。その
結果次のことが明らかになった。１）家事担い手は時間調査では測れな
い①肉体的負担、②精神的負担、③感情的負担、④不快さ、⑤労働時間、	
⑥技術・知識、⑦コミュニケーション技能、⑧感情管理技能、⑨対人責任、
⑩運営責任を感じている。２）女性は、すべての項目において男性よりも
それを強く感じている。３）特に、子どもをもつ有配偶女性は肉体的負	
担、精神的、感情的負担を強く感じ、それは子どもの成長と共に小さくな
るわけではなかった。
　従来研究は家事の行動としての側面のみを測定することで、家事のもつ
精神的負担や感情労働を見えなくしてしまった。そのため、女性は子ども
が小さい時期は子育てに時間的拘束があるものの、手がかからなくなれば
働きにでることが可能だ、と刷り込まれ、女性自身も量的な家事が家事労
働のすべてと思い込みがちである。しかし、家事の量が減少しても、見え
にくい感情労働としての家事は女性が担い続けたままになっている。この
認識は女性自身によっても社会的認識としても軽視され、調査の対象にも
なってこなかった。
　すでに、有償労働領域において、精神的負担や感情管理は労働と見なさ
れ研究が蓄積されている。無償の家事労働においても同様の研究を発展さ
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せていく必要があるだろう。これは、家事労働の評価方法に新たな視点を
導入することにもつながる。
　政府は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（2015年８月）
を制定し、女性の労働市場へのより一層の参画を促進している。しかし、
女性の活躍のための環境整備のひとつである家庭生活に関しては「男性の
家事・育児等への主体的参画に向け、人事評価制度の見直しや、全国的な
キャンペーンによる社会的機運の醸成」66）にとどまっている。男性の家事
参加の必要性は男女共同参画社会を推し進めるうえでの重要な課題と認識
されて久しいが、男性の家事参加が増加する兆しは見えてこない。このよ
うな現状を踏まえれば、政府は家事の精神的負担や責任、感情労働のよう
な、従来調査の結果以上の負担があることを十分把握すべきである。それ
は、労働市場の内外における男女のより公平な分担の実現に向けての不可
欠な課題である。
　本稿では職務評価システムを援用し、家事担い手の精神的負担、感情労
働などを測定するという、これまでにない新たな測定を試みた。そのため、
被調査者の理解を補うために調査票の「家事ファクター」の各項目に家事
の具体例を記載したが、それによって回答者が具体的な内容を限定的に解
釈した可能性がある。これについては今後十分に検討を重ねたい。また、
今回は主に女性回答、男性回答を分析するにとどまった。今後はそれぞれ
の回答ごと、子どもの有無別に各「家事ファクター」が生じる規定要因の
分析を進めていきたい。さらに、調査結果を踏まえて家事概念の再検討も
行うことを課題としたい。

66）	「女性活躍加速のための重点方針2015」
	 www.kantei.go.jp/jp/topics/2015/josei/20150730siryou2.pdf（2015年８月25日アクセ

ス）
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